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当該年度 前々々年度

1 1 1

前年度 前々年度

※１：金額総額であり、複数の団体等に交付している場合、個々の団体等への交付額等を示すものではありま
せん。なお、当該年度は当初予算額を記載しております。また、前年度決算額について、補助額の確定が未了
のものは、交付件数および交付決定額を外数として（）書きで記載しております。

162,000 162,000 162,000

前年度補助事業
の主な実施概要

162,000

アクロス福岡シンフォニーホールで開催される定期演奏会をはじめ，巡回演奏会などを実施し，
市民に質の高い演奏会を鑑賞する機会を提供した。

補助金交付
による効果

公益財団法人九州交響楽団は，昭和28年に結成された九州唯一のプロオーケストラで
あり，依頼演奏会，巡回演奏会，移動音楽教室等の活動を通じて，青少年の音楽に対
する理解を深め，情操を養うとともに，地方音楽文化の振興に寄与している。

交付状況等
【上段：交付件数】

【下段：決算】
（※１）

終期を延長する
理由

交付対象経費及び
補助金の算定方法等

その他

【補助対象経費、補助金額の算定方法・考え方】
対象経費：（１）当該事業のうち定期演奏会，巡回演奏会，移動音楽教室，特別演
奏会のほか前述の趣旨に沿う演奏会等の開催に係る経費
　　　　　　 （２）その他市長が必要と認める経費
算定方法：交付の対象となる経費から当該経費に係る収入を差し引いた額を限度
とし，予算の範囲内で交付

（間接補助の場合）
間接補助とする理由
及び再交付先への配

分基準、審査基準

 【間接補助の理由、再交付の配分基準・審査基準】

補助金の目的
及び

補助対象事業

目的
　「文化芸術を活かしたまちづくり」の実現を図ること
対象事業
　公益財団法人九州交響楽団が主催し，定期演奏会をはじめレベルの高い音楽活動を
展開し，本市の音楽文化の発展・振興に寄与すると認められる事業

補助金の終期 平成28 年度 延長回数 回

（非公募の場合）
非公募の理由

当該補助事業を行っている団体が限定されているため

補助開始年度 昭和44 年度 経過年数 48 年度

交付先決定方法 非公募
（公募の場合）

公募時期

（公募の場合）
応募要件

       補助金調書

補助金名 九州交響楽団運営事業補助金 担当課
（連絡先）

経済観光文化局文化振興部
文化振興課（ＴＥＬ　711-4665）

交　付　先 団体 （公財）九州交響楽団 区分 その他の補助金


